
第 ６０ 号議案 

 

国立市自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ３ 年 ８ 月 ２７ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 国立駅南第３自転車駐車場の廃止に伴い、別表の整理を行うた

め、条例の一部を改正するものである。 

 

 

国立市自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例案 

 

国立市自転車安全利用促進条例（昭和５６年３月国立市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

 

別表第２中 

「 

国立駅南第２自転車駐車場 同 中１丁目１６番地の３０ 

国立駅南第３自転車駐車場 同 中１丁目１０番地の６ 

                                」 

「 

国立駅南第２自転車駐車場 同 中１丁目１６番地の３０ 

                                」 

改める。 

別表第３中 

を 

に 



「 

 

自動二輪車 

（総排気量１２５㏄

超え） 

一時利用 

（１回２４時間まで

ごと） 

３００円 

国立駅南第３

自転車駐車場 
自転車 

一時利用 

（１回２４時間まで

ごと） 

１００円 

                                」 

「 

 

自動二輪車 

（総排気量１２５㏄

超え） 

一時利用 

（１回２４時間まで

ごと） 

３００円 

                                」 

改める。 
 

付 則 
 

この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 

を 

に 


